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公 告

○環境影響評価法に規定する都市計画対象事業の修正に関する公告 （都市計画課取扱い）１

環境影響評価法に規定する都市計画対象事業の修正に関する公告

環境影響評価法（平成９年法律第81号）第40条第２項の規定により読み替えて適用される同

法第７条の規定により公告した都市計画対象事業について，同項の規定により読み替えて適用

される同法第30条第１項第２号の規定に該当することとなったので，次のとおり公告する。

平成27年11月20日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 都市計画決定権者の名称

鹿児島県

２ 都市計画対象事業の名称，種類及び規模

 名称

都市計画道路串間志布志線（仮称）

 種類

一般国道の改築

 規模

延長約９キロメートル
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